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令和４年 第３回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 令和４年３月１０日（木） 

午前１０時００分から午前１１時１０分 

２．開催場所 本庁舎 ３階 大会議室 

３．出席委員（４４人） 

会  長 １９番 矢谷光生 

  職務代理  １８番 石原誉男 

  農業委員  １番 樋口昌子   ２番 池田 実   ３番 田中秀樹   ４番 小田明美 

５番 福島康夫    ７番 山懸将伸   ８番 岡田耕平   ９番 武村一夫 

１０番 中山克己  １１番 池本 彰  １２番 新田 孝  １３番 長鉾忠明 

１４番 妹尾宗夫  １５番 中島寛司  １６番 綱島孝晴  １７番 松本正幸 

  推進委員 ２０番 椙原啓二  ２１番 平 義男  ２２番 小林和夫  ２３番 沼本通明 

２４番 市本裕司  ２５番 下山史朗  ２６番 松下 功  ２７番 福島史利 

２８番 太安隆文  ２９番 渡邉次男  ３０番 市  登  ３１番 綱本郁三 

３２番 長尾 修  ３３番 三村訓弘  ３４番 高谷明弘  ３５番 岡 俊彦 

３６番 池田琢璽  ３７番 池田和道  ３８番 各務和裕  ３９番 東郷朝夫 

４０番 山中正義  ４２番 井上 達  ４３番 入澤靖昭  ４４番 佐子ゆかり 

４５番 筒井一行  ４６番 石田 勉 

４．欠席委員（２人） 

  農業委員  ６番 澤本基兄 

推進委員 ４１番 池田久美子 

５．議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

日程第２ 議案第13号 農地法第３条の規定による許可申請書の審議について 

  日程第３ 議案第14号 農地法第４条の規定による許可申請書の審議について 

日程第４ 議案第15号 農地法第５条の規定による許可申請書の審議について 

日程第５ 議案第16号 基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

ついて 

日程第６ 議案第17号 基盤強化法第１９条の規定による農地中間管理権の農用地利用集積 

計画の決定について 

日程第７ 議案第18号 農地中間管理事業法第１８条７項の規定による農用地利用配分計画 

に係る意見について 

日程第８ 議案第19号 耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否か 

の判断について 

日程第９ 報告第３号 農地転用の制限の例外に係る届出について 

日程第10 報告第４号 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用届出に 
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ついて 

日程第11 報告第５号 農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約について 

その他 

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長 金﨑正一 事務局次長 渡辺義和 主幹 杉井正巳 主事 梶原千裕 

磯田美智子 

７．会議の概要 

（午前１０時００分 開会） 

 

事務局次長 それでは、ただいまから令和４年３月総会を開会いたします。 

最初に、会長よりご挨拶をお願いします。 

会 長   おはようございます。ご苦労さまです。 

３月になりまして、今年の冬はかなり冷え込みまして非常に厳しい冬だったという

ふうに思いますけど、まだ朝晩は冷えますけど、日中は非常によくなってきており

ます。明日は３月１１日ということで、東日本大震災から１１年目ということでご

ざいます。非常に大きな災害でございましたが、被災地のほうも頑張っておられま

して、大分復興が進んでいるんだろうというふうに思います。我々も、しっかりと

このことを教訓にしながら今後に備えていかなければならないというふうに思って

おります。 

また、ロシアとウクライナが戦争になったわけですけど、かなり厳しい戦いを強い

られております。多くの民間の方が命を落とされたと、非常に厳しい状態です。ど

こかが間に入って仲裁をと思いますけど、なかなか思ったようには進んでいないよ

うでございます。経済的にも非常に大きな、世界中に影響を及ぼすというふうに思

います。はるか昔になりますけど、昭和４８年にはオイルショックという中東絡み

の戦いがありまして、非常に世界が大きく揺らいだところでございます。あれは、

経済的に非常に影響を受けましたけど、今度は原発も絡みまして、非常に厳しい状

態だというところでございます。早く停戦が調いまして、平和な道を歩んでいただ

きたいというふうに思います。いろんな面で協力していかなければならないなとい

うふうにも思います。よろしくお願いしたいというふうに思います。 

年度末ということで、非常に皆さんもお忙しい中でございますけど、これから農業

のほうも携わって、本格的に仕事のほうも増えていくというふうに思います。我々

農業委員、推進委員さん、頑張っていかなければいけないというふうに思いますん

で、ひとつまた心を引き締めて頑張っていければというふうに思いますんで、よろ

しくお願いいたします。 

それでは、３月総会を開会いたします。 

事務局次長 ありがとうございました。 

本日の欠席委員は１名で、６番委員、遅参委員はゼロ人で、その旨通告がありまし
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た。よって、ただいまの出席委員は１９名中１８名で定足数に達しておりますの

で、３月総会が成立しておりますことをご報告いたします。 

それでは、真庭市農業委員会会議規則第５条により、議長は会長が務めることとな

っておりますので、以降の議事の進行は会長にお願いいたします。 

議 長   それでは、これより議事に入ります。 

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりでございます。 

日程１、議事録署名委員の指名を行います。 

本総会の議事録署名委員は、会議規則第３５条の規定により、議長において指名さ

せていただくことにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、議事録署名委員は、５番委員、７番委員を指名いたします。 

日程２、議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議についてを議

題といたします。 

番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議について。 

１ページをお開きください。 

本日審議していただく案件は９件でございます。農地法第３条第２項の各号におき

ましては、申請書によって審議しました結果、全件とも該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

番号１でございますが、市外の譲渡人が、労力不足により、北房の譲受人に、申請

農地、畑３筆１，６５１㎡を、売買によります所有権の移転の申請でございます。

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２３番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２３番推進委員 議長。 

議 長   はい、２３番推進委員。 

２３番推進委員 それでは、番号１番の調査報告をいたします。 

権利移転をする事由の詳細でありますけれども、譲渡人と譲受人は親戚関係にあり

ます。３筆ありますけれども、地番の１０３７－１については譲受人の両親が１０

年以上前から耕作をしておりますが、それ以外の２筆については譲渡人が管理をし

ていましたが、腰痛となったため、昨年は譲受人が管理を行っております。譲渡人

は、市外在住で、腰痛で自ら耕作ができなくなったということで、このたび売買の

話がまとまり、譲受人が申請地を取得するものであります。 

譲受人の耕作状況等でありますけれども、譲受人は定年退職後、母親とともに農業

に従事をしています。地元にあります営農組合に加入をし、水稲栽培をやっており
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ますし、野菜と、それから自家用のブドウ栽培を、所有するトラクターや小型農機

で行っております。取得される畑については、管理が行き届いており、申請農地の

取得後も必要な農作業に従事すると認められます。その他指摘事項はありません。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２から番号６については関連する内容ですので、事務局より一括

して説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号２から番号６について一括して説明させていただきます。 

まず、番号２でございますが、落合の譲渡人が、相手方の要望により、同じく落合

の譲受人に、申請農地、畑１筆２５９㎡を、売買によります所有権の移転の申請で

ございます。 

続きまして、番号３でございますが、落合の譲渡人が、相手方の要望により、同じ

く落合の譲受人に、申請農地、畑１筆６４３㎡を、売買によります所有権の移転の

申請でございます。 

続きまして、番号４でございますが、落合の譲渡人が、相手方の要望により、同じ

く落合の譲受人に、申請農地、畑１筆７４１㎡を、売買によります所有権の移転の

申請でございます。 

続きまして、番号５でございますが、市外の譲渡人が、相手方の要望により、落合

の譲受人に、申請農地、畑１筆４０２㎡を、売買によります所有権の移転の申請で

ございます。 

続きまして、番号６でございますが、落合の賃貸人が、相手方の要望により、同じ

く落合の賃借人に、申請農地、田１筆７３３㎡を、賃借権の設定の申請でございま

す。賃借の期間は令和４年３月１０日から令和５年３月９日までで、賃料は１０ア

ール当たり１万３，０００円でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、８番委員さんから説明をお願いいたし

ます。 

８番委員  議長。 

議 長   はい、８番委員。 

８番委員  ２番から６番について一括説明させていただきます。 

２番から５番まで、これはいずれも畑でありますが、西河内地区と深町地区の境

界、山あいにある畑でして、長く非耕作状態にありました。譲渡人いずれも自宅か

ら遠いと、耕作不便な場所というようなこともありまして、つくっていないわけで

した。それと併せて高齢というようなことで長く非耕作地であるところへ、譲受人

のほうからの申請に基づいて譲渡するというものであります。それから、６番につ

きましては、これは水田でありますが、同じく譲受人が水稲の増反を目指しており

まして、申請し、賃貸契約が結ばれておるものであります。 

譲受人につきましては、今現在司法書士という業務もあるんですが、営農活動には
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非常に熱心な方で、やこうげ営農組合のメンバーとして営農活動に積極的に参加

し、自分でトラクター、田植機などといった農機具も持っておられまして、農業に

対する意欲あるいはその施設面、いずれも問題はないと思います。また、農地法第

３条２項のいずれにも該当しません。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号７について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号７でございますが、落合の譲渡人が、相手方の要望により、同じく落合の譲受

人に、申請農地、田２筆３６７㎡を、贈与によります所有権の移転の申請でござい

ます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３０番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３０番推進委員 議長、３０番推進委員です。 

議 長   はい、３０番推進委員。 

３０番推進委員 ３月１日、聞き取り調査及び現地の調査を行いました。譲受人、譲渡人は本家、分

家の関係であります。今回申請の水田２筆は、数年前譲受人が新居を建設するにあた

り譲渡人から購入した土地に隣接しておりました。当時、これらをまとめて購入し

て、申請登記は建設会社へ委託しておりました。譲受人は、今回申請中の土地にはビ

ニールハウスを建設し、野菜苗の育苗等を行っております。また、譲渡人は、近年体

力の低下により、専業農家の譲受人に作業を委託することが増えております。そうい

った中の過程で今回の事案が発覚し、改めて申請するものです。 

譲受人は、本人、妻、子供の３人で農業に従事している専業農家です。請負を含

め、水稲１ヘクタール、ナス１０アール、ホウレンソウ、ミズナ等の軟弱野菜を周

年にわたり栽培、出荷しています。所有する農機具は、トラクター、コンバイン、

田植機を所有し、今後申請地を含め農業を継続することができると認めます。その

他指摘事項はありません。 

以上です。審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号８について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主事 １ページお進みください。 

番号８でございますが、落合の譲渡人が、耕作不便により、同じく落合の譲受人

に、申請農地、田１筆１，３６１㎡を、贈与によります所有権の移転の申請でござ

います。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１５番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１５番委員 議長。 

議 長   はい、１５番委員。 
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１５番委員 １５番です。 

番号８について説明します。 

３月２日、譲受人の父と現地確認を行いました。権利移転の事由の詳細ですが、こ

の申請地は、譲受人の祖父の頃から借りて耕作していました。代も替わり、引き続

き以前農業委員をされておられた両親が耕作されていました。譲渡人は、耕作不

便、労力不足のため、以前から耕作していただいていた譲受人の両親に相談をした

ところ、話がまとまり、この農地を取得するものです。 

譲受人の耕作状況ですが、譲受人はふだん会社に勤めておられるので、両親が耕作

され、譲受人も会社の休みには農作業をしています。農繁期には譲受人夫婦と両親

とともに４人で農作業に従事されています。農機具は一式持たれており、水稲作業

ではモミまき機からモミすり機まで持っておられます。来年には半分を稲作で考え

ておられます。なので、農作業には従事されると認められます。その他指摘等はあ

りません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号９について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号９でございますが、久世の譲渡人が、労力不足により、同じく久世の譲受人

に、申請農地、田１筆１７７㎡を、売買によります所有権の移転の申請でございま

す。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３番委員さんから説明をお願いいたし

ます。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  ３番です。 

番号９について報告いたします。 

本件につきましては、去る３月２日に譲受人立会いの下に現地確認を行いました。

権利移転する事由の詳細ですが、本件は今回本件と同時に分譲宅地として５条で農

地転用許可申請されている農地、２３３３－７番地の振替地として宅建業者から話

があり、隣接した農地を取得することで話がまとまったものです。 

譲受人の耕作状況等ですが、世帯員数は７名で、主に譲受人と妻の２名で専従で農

作業に従事しております。耕作は、水稲栽培の一部を作業委託しておりますが、農

地取得後も農機具はトラクター、管理機、草刈り機等所有しており、今後も耕作し

ていくものと思われます。その他指摘事項も特にないと思われますので、ご審議方

よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 
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質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１３号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１３号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議については、

原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程３、議案第１４号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議

についてを議題といたします。 

番号１について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第１４号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議について、本日審議い

ただく案件は２件でございます。 

３ページをご覧ください。 

番号１でございます。 

申請人（久世）は、２世帯が同居していますが、車庫が不足していることから、畑

１筆１１３㎡を、駐車場用地にするため、転用申請するものです。申請地の農地区

分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、土地造成２７０万円。費用の

内訳として、自己資金２７０万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、被害防

除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご

審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１０番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１０番委員 議長。 

議 長   はい、１０番委員。 

１０番委員 １０番です。 

３月５日に申請人と現地の確認を行い、詳細について話を聞きました。申請人は、

約４年前に２世帯住宅に建て替えたために家族が増え、車の台数も増えたため、駐

車スペースが手狭になってきたため、家の前の畑を駐車場に転用するものでござい

ます。申請地の位置でございますが、県道久世鏡野線に面しており、土井原バス停

より東に約１００ｍのところで、自宅の前になります。東は隣の宅地、西は自宅の

進入路、南は県道、北は申請人の宅地でございます。周辺に影響がある土地はな

く、隣地の承諾も得ているということでございますので、問題はないと思います。
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その他指摘事項もございません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局次長 番号２でございます。 

番号２は追認案件でございます。 

申請人（湯原）は、現在の墓地が急傾斜地を上がった場所にあるため、墓参りや維

持管理が困難となってきたことから、田１筆２０㎡を墓地用地に、同じく田１筆５

３㎡を通路にするため、転用申請するものです。申請人は農地法を理解しておら

ず、許可を得ないまま整備しており、今後このようなことがないよう反省し、顛末

書が添付されております。申請地の農地区分は、２種農地と判断されます。転用に

伴う費用は、土地造成３７９万円。費用の内訳として、自己資金３７９万円。添付

書類は、土地利用計画図、平面図、断面図、被害防除計画書が添付されています。

申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３８番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３８番推進委員 議長。 

議 長   はい、３８番推進委員。 

３８番推進委員 ３８番推進委員です。 

去る３月２日に申請人立会いの下、調査をいたしました。現在自宅近隣の山中に墓

地がありますが、参道が急峻で年々参拝が困難になってまいりましたので、自宅近

くの転用地に墓地を移転したいというところでございます。申請人の高齢化に伴

い、やむを得ないことと存じます。申請地の位置につきましては、図面のとおりで

ありますが、東西南北、市道と県道、湯原美甘線から約１ｍ、それから自宅より約

５０ｍぐらいのところにあります。周辺土地への影響はありません。ご審議方よろ

しくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１４号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 
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よって、議案第１４号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議については、

原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程４、議案第１５号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議

についてを議題といたします。 

番号１、番号２については関連する内容ですので、事務局より一括して説明をお願

いいたします。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主幹 議案第１５号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議について、本日審議し

ていただく案件は５件となっております。 

５ページをお開きください。 

番号１と番号２は関連しておりますので、一括でご説明させていただきます。 

先に番号２からご説明します。 

申請人、譲受人（落合）は、現在両親と同居しておりますが、子供の成長に伴い手

狭となったため、番号２の申請地、畑２筆合計４９４㎡を、譲渡人（落合）から譲

り受け、住宅、車庫、水路用地に転用申請します。次に、番号１ですが、譲受人

（落合）の父は、現在の自宅で木工工房事業を行っており、このたびの住宅の建築

に合わせて、隣接する申請地、畑１筆４９６㎡も、同じ譲渡人（落合）から譲り受

け、倉庫、露天駐車場、進入用道路、露天資材置場に整備するため、転用申請する

ものです。 

農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、番号１と番号２の案件

の合計額となります。土地購入費１５０万円、土地造成５００万円、建物施設２，

８００万円。資金の内訳として、自己資金１５０万円、借入金３，３００万円。新

築住宅の建蔽率は３５％。添付書類として、土地利用計画図、平面図、立面図、断

面図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はござ

いません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２４番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２４番推進委員 議長。 

議 長   はい、２４番推進委員。 

２４番推進委員 ２４番推進委員です。 

現地確認を２月２８日に行いました。譲渡人は、去年ご主人を亡くされて、今高齢

の、もう８０を過ぎた女性の方と息子さんがいらっしゃるんですが、高齢のため草

刈りもできないということで、近所の人と話をしていたら、近所の人がこの譲受人

と友達で、探しているよということで、今回の話がまとまり申請するものでありま

す。 

事務局から説明がありましたけど、現地確認しましたが、これ、市道から約３ｍぐ
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らい下がった位置にございます。図面を見ていただくとよく分かるんですけど、３

９５番地のほう、３９４、３９５、この辺が全部実際には５ｍぐらい下にありま

す。のり面がかなりあります。実際の建坪面積はかなり狭いんじゃないかなという

印象を受けております。ちょっと余談になりましたが説明しておきます。 

申請地の位置等ですけど、向陽台病院の北東にあたります。市道に面しておりまし

て、周辺の状況ですが、東が駐車場、西が市道、南も市道で北側が畑。北の畑です

が、ここもすごいのり面でした。畑といっていいのかなというような状況です。周

辺農地への影響ですけど、近隣農地はありません。ですから、支障をきたすことは

ないと思われました。その他指摘事項も特にございません。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 ６ページをお開きください。 

番号３でございます。 

申請人、譲受人（北房）は、現在両親と同居しておりますが、子供の成長に伴い手

狭となり、また通勤距離を考え、申請地、畑１筆１１９㎡を、譲渡人（市外）から

譲り受け、住宅及び車庫を建築するため、転用申請するものです。農地区分は、２

種農地と判断されます。転用に伴う費用ですが、土地購入費２００万円、土地造成

１００万円、建物施設２，７００万円。資金の内訳として、借入金３，０００万

円。建蔽率は２３％。添付書類として、土地利用計画図、平面図、立面図、被害防

除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご

審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２４番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２４番推進委員 議長。 

議 長   はい、２４番推進委員。 

２４番推進委員 ２４番推進委員です。 

５条、番号３の議案ですが、３月４日に現地調査を行いました。譲受人は、隣の土

地を購入しましたが、現在の住居地だけだと将来的に手狭なところがありますの

で、今回隣の土地を譲渡人に話をしたところ、話がまとまり、今回申請するもので

あります。申請地の位置等ですけど、セブン－イレブン福田店より北西に約５００

ｍぐらいのところに位置しております。周辺の状況ですが、東が浄水場、西が自

宅、南が浄水場の入り口、北が市道となって、周りに農地はございません。周辺農

地の影響ですが、農地はなく、問題はないと思われますので、よろしくお願いしま

す。その他指摘事項も特にございません。 

以上です。 

議 長   ありがとうございました。 
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続きまして、番号４について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号４でございます。 

申請人、譲受人（市内法人）は、宅建業を営んでおり、このたび周辺も宅地化が進

んでいることから、申請地、田５筆合計２，９３７㎡を、譲渡人（久世）の３名か

ら譲り受け、分譲宅地１１区画及び進入用道路を整備するため、転用申請するもの

です。農地区分は、都市計画区域の未線引きの用途区域に該当するため、３種農地

と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入１，８００万円、土地造成２，２０

０万円。資金の内訳として、自己資金４，０００万円。添付書類として、土地利用

計画図、平面図、断面図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響

を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３番委員さんから説明をお願いいたし

ます。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  ３番です。 

番号４について報告します。 

去る３月２日に譲受人法人担当者立会いの下に現地確認を行いました。転用しよう

とする事由の詳細についてですが、譲渡人の１人が以前から高齢で、この数年間は

耕作しておらず、管理を人に頼んでおりました。今後も耕作してくれる跡取りもお

らず、自分で耕作する意思もないことから、農地の買上げをせかされていました

が、このたび他の２人の農地所有者と協議を続けていたところ、このたび話がまと

まったものです。申請地の位置等ですが、市営黒尾住宅団地から東へ約５０ｍの地

にあり、宅地化が進んでおります。周囲の状況は、東側は宅地、西側は田、南側は

鉄道、北側は市道に面しております。農地への影響はないものと思われます。その

他指摘事項もないので、審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号５について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主幹 ７ページをお開きください。 

番号５でございます。 

番号５は追認案件でございます。 

申請人、譲受人（市外）は、現在の墓地が急傾斜地を上がった場所にあるため、墓

参りや維持管理が困難になってきたことから、申請地、田１筆２０㎡を、譲渡人

（湯原）から譲り受け、墓地に整備するため、転用申請するものです。申請人は農

地法を理解しておらず、許可を得ないまま整備しており、今後このようなことがな

いように反省し、顛末書が添付されております。申請地は、２種農地と判断されま

す。転用に伴う費用は、土地購入費については譲渡人は譲受人の兄で、贈与による

所有権移転のため０円、土地造成２１万円。資金の内訳として、自己資金２１万
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円。添付書類として、土地利用計画図、平面図、断面図、被害防除計画書が添付さ

れています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお

願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３８番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３８番推進委員 議長。 

議 長   はい、３８番推進委員。 

３８番推進委員 去る３月２日、譲渡人の立会いの下で現地調査をしました。先ほど事務局からの話

もありましたように、譲受人は譲渡人と兄弟であります。お兄さんであります土地所

有者宅近隣の山中に墓地がありますが、参道が急峻で年々参拝が困難になっていたと

ころ、お兄様も同じ理由で墓地移転をすることを聞き、兄の土地を贈与され、墓地を

移転することにしました。申請地の場所でございますが、４条、２号で示したところ

でございまして、県道より約１ｍのところでございます。兄の住宅地より約５０ｍご

ざいます。その他周辺農地への影響はありません。審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１５号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１５号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議については、

原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程５、議案第１６号、基盤強化法第１９条の規定による農用地利用

集積計画の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第１６号について、９ページをお開きください。 

議案第１６号、農用地利用集積計画の決定について。 

このことについて、別紙のとおり農用地利用集積計画を定めるため、農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、その決定について審議に付します。 
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案といたしまして、令和４年３月１０日付で公告の予定でございます。本日上程さ

れました農用地利用集積計画のうち、利用権設定につきまして全３３０筆ございま

す。 

なお、総会前の事務連絡で修正をお願いをしております３６ページ、番号９０１３

－１の２筆、９０１３－２の１筆につきましては、令和２年度利用状況調査で低利

用農地と判定した農地の貸し借りとなっています。解消に至った経緯ですが、もと

もと耕作していた方が１年ほど前から耕作ができておらず、貸手が借手に耕作を依

頼したところ、話がまとまったものです。 

以上、全件とも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。お目通しの上、ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、お目通しをお願いします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

３１番推進委員 議長。 

議 長   はい、どうぞ。 

３１番推進委員 ３１番推進委員です。 

１６ページの下から言いましたら２０３６－１の案件でございます。 

この案件につきまして賃貸借の申請が出とるわけですが、この受人さん、この方は

２月末日に亡くなられております。ということで、この案件について申請許可につ

いては保留をしていただきたいという件と、この方は、そのほか７か所ぐらい受け

て耕作しておりました現状が昨年までありました。ということで、それも含めて今

後の対応が出てくると思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

議 長   事務局のほうは把握してましたか。 

事務局主事 失礼いたします。 

今３１番推進委員さんからいただいたご意見なんですけれども、総会前の事務連絡

によりご連絡しておりました申請者からの取下げによりますということがこの案件

で、うちのほうにももう既にご連絡はいただいております。なので、こちらの案件

も取下げということでこちらも伺っております。今後のいわれた７筆ほどの貸し借

りなんですけれども、既に息子さんのほうが事務局のほうにおいでいただきまし

て、取りあえず地元にはもう家族の方や後継者などがいないため、貸手の方と協議

しますということで伺っております。 

以上です。 

議 長   よろしいですか。 

３１番推進委員 はい。 

議 長   ほかにはございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 
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議 長   ないようです。 

それでは、これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１６号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、異議なしと認めます。 

よって、議案第１６号、基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計画の決

定については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程６、議案第１７号、基盤強化法第１９条の規定による農地中間管

理権の農用地利用集積計画の決定について、日程７、議案第１８号、農地中間管理

事業法第１８条７項の規定による農用地利用配分計画に係る意見についてを議題と

いたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第１７号について、４１ページをご覧ください。 

議案第１７号、農用地利用集積計画の決定について。 

今回は、農地中間管理機構との貸借分としまして集積計画があがっております。 

続きまして、議案第１８号について、４３ページをお開きください。 

議案第１８号、農用地利用配分計画案に係る意見について。 

このことについて、農地中間管理機構である岡山県農林漁業担い手育成財団が中間

管理権を取得した農地について、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、

市が農用地利用配分計画案を作成するにあたり意見を求めてきたため、その内容に

ついて審議をお願いするものです。案といたしまして、令和４年４月２７日付で公

告の予定でございます。配分計画案については議案書のページに記載のとおりで、

財団が実施した借手募集に応募してきた者のうち、貸し借りの条件が合い、マッチ

ングが成立したものです。全件とも問題ないものと考えます。お目通しの上、ご審

議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、お目通しをお願いいたします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１７号、議案第１８号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１７号、基盤強化法第１９条の規定による農地中間管理権の農用地

利用集積計画の決定について、議案第１８号、農地中間管理事業法第１８条７項の

規定による農用地利用配分計画に係る意見については、原案のとおり可決されまし

た。 

日程８、議案第１９号、耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当す

るか否かの判断についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第１９号、農地法第３０条の規定による利用状況調査及び荒廃農地の発生・解

消状況に関する調査により、再生利用が困難と見込まれる農地に対する非農地判断

について、本日ご審議いただく案件は１，７０８筆でございます。 

４５ページをご覧ください。 

今回ご審議いただく対象農地は、委員の皆様に作成いただきました耕作放棄地リス

トと事務局の現地調査の結果を基に、土地所有者または管理者からの申出により除

外した農地を除くものでございます。本日議決された後には、農業委員会事務局で

管理している農地台帳からの除外を行います。また、所有者に対し非農地通知書を

発送し、登記簿の地目変更を行っていただくよう通知するということとなっており

ますが、冒頭申し上げましたとおり、現在その事務手続方法につきまして法務局と

協議中であるため、通知書の発送はまだ先となります。また、手続方法が決まりま

したら、通知書の発送前に事務連絡等でお伝えいたします。 

以上、お目通しの上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、お目通しをお願いします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

４番委員  いいですか。 

議 長   はい、どうぞ。 

４番委員  登記変更の手続について、いろいろご検討いただいてありがとうございます。この

方法も含めてなんですけれども、この仕事は、事務的に整理することが肝心やとい

うことでやってる仕事なんですね。ですから、このほかにも、住民の方がというよ

り、農家のこの所有者の方が常にご負担にならない方法を検討しながら次を進めて

いただきたいと思います。登記は最たるものなんですけれども、よろしくお願いい

たします。１点、それです。 

もう一点は、これ、私たち、私は２期目なんですけど、３回調査しました。その３
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回調査した分のトータルを結果でここで出してくださってるんですが、ぜひ、これ

は山の中になってしまってる、もうこれは非農地やというところで、ちょっとこ

れ、点検してみたんですね。そしたら、載ってないところもあるんです。それらに

ついては、また後日、事務の方にお伝えしますので。追加って、今年度の分にはも

う追加できへんのですかね。 

次年度になるんですかね。 

事務局次長 そうなると思います。 

４番委員  また申し上げますので、それも入れていただいたほうが、この際やから一気にとい

う気がいたしました。よろしくお願いいたします。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい。 

事務局次長 ありがとうございます。 

まず、１点目のことなんですけども、ここは、法務局のほうと話をしております。

登記の、ご本人さんのご負担という面もあるんですけども、求められる書類がとて

も多くて、ご期待に沿えるかどうかというのはちょっとありますが、一生懸命やっ

ていきたいと思いますので、そちらのほう、結果のほうは分かりませんが、引き続

き協議を進めていきたいと思っております。 

それから、２点目のほうが……。 

４番委員  委員としての意向ですって法務局に言うてください。 

事務局次長 分かりました、はい、確かに。 

４番委員  何度か言われてますって言うてくださいね。 

事務局次長 はい。 

４番委員  これ、ほんまに本人さんにとったら負担です。よろしくお願いいたします。 

事務局次長 ありがとうございます。 

それから、２点目のほうは、今回やってみましたら１，７００筆以上ありましたも

ので、今日この総会でこういうふうにリストで皆さんにお目通しいただいての決に

なりますので、これ以降またもちろんあると思いますので、それにつきましては来

年度の処理ということでさせていただきたいと思っております。また、パトロール

に限らず、こういった農地があるということでしたら、随時事務局のほうまでお知

らせいただけたらと思います。 

以上です。 

議 長   ほかにはございませんか。 

２３番推進委員 はい。 

議 長   はい、どうぞ。 

２３番推進委員 この資料を、全部差し替えになってきましたけれども、中身を見ると、全然違うん

ですよね。これ、どんな形でチェックをされてるんですか。この新たに送られてきた
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ものを信用していいんですか、面積やそんな分を。あと、こんなことをしていて本当

にいいんですかというふうに思うんですよね。この間度々差し替えとか資料が違いま

すって送ってこられるんですけども、その場合には、何が違ってどうなったかという

のをちゃんと説明をいただきたいんですよ。これが全部送られて、何をどうチェック

しようと思ったときに、見たら順番が全然違いますので、かなり大きな違いがあった

んだろうと思うんだけど、なぜそんなことが起こるのか、少し説明をいただきたいと

思います。 

議 長   はい。 

事務局次長 資料の訂正につきましては、重ね重ね大変申し訳ございません。今回のこのリスト

なんですけども、違っておりましたのは単純な、土地の所有者、これがちょっとず

れておったということです。それがずれると全然違うことになりましたので、全て

差し替えで対応させていただきましたということです。 

以上です。 

２３番推進委員 違っていたのが分かったのはなぜなんですか。誰かの指摘があったからなんでしょ

うか。 

事務局次長 ご指摘もいただきましたのと、たまたま私も見ておりましたら違う地区の方のお名

前があったもので、ほとんど同時期にそれが分かりまして、ごめんなさい、十分確

認しておったつもりだったんですけれども、そういった結果になってしまいまし

た。 

２３番推進委員 だから、確認方法が違うと思うんですよね。これが出てきたときに、我々が出した

リストと合わせてされてないんですかね。そういうのも含めてもう少しちゃんと正確

にやっていただかないと、我々が申請を出したのにこんなでたらめは許されないと思

いますので、同じことだと思いますので、よろしくお願いします。 

議 長   ほかにはございませんか。 

よろしいですか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   それでは、これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第１９号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第１９号、耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当す

るか否かの判断については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程９、報告第３号、農地転用の制限の例外に係る届出について、日

程１０、報告第４号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用

届出について、日程１１、報告第５号、農地法第１８条第６項の規定による農地の

貸借の合意解約についてを議題といたします。 
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事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 ６５ページをお開きください。 

報告第３号、農地転用の制限の例外に係る届出については、次の１件がございまし

た。添付書類もそろっておりますので、受理いたしました。 

１ページお進みください。 

報告第４号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う農地転用届出につ

いては、次の３件がございました。添付書類もそろっていることから、受理いたし

ました。 

１ページお進みください。 

報告第５号、農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約について

は、次の２件がございました。添付書類もそろっていることから、受理いたしまし

た。 

以上で報告案件の説明を終了いたします。よろしくお願いします。 

議 長   報告第３号、報告第４号、報告第５号について質問、意見等ございましたらお願い

いたします。 

ございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これらの案件は報告案件でありますので、ご了解いただきたいというふうに思いま

す。 

以上をもちまして本総会に付議された案件は全て終了いたしました。 

皆様方のほうから何かございませんか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   それで、事務局はよろしいですか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   それでは、以上で終わりたいと思いますが、次回４月総会は４月１１日月曜日の午

前１０時からですので、よろしくお願いいたします。 

（午前１１時１０分 閉会） 

 


